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飲み合わせ・相互作用について



問題①

ワーファリンを服用しないといけなくなりました。

納豆大好きな私は先生に「納豆は食べてはいけな
いよ」と言われ明日から納豆が食べれないと思い
最後に思い残すことのないように服用前夜に納豆
まつりを開催

この行動…〇×？



解答① ×



問題②

病院でミノマイシン（テトラサイクリン系抗生物質）

を１日１回朝９時に服用するよう処方されました。

薬局で牛乳、酸化マグネシウムは一緒にのんではだめ

ですと言われました。

夜の風呂上がりの瓶牛乳は「一緒」じゃないから飲んで
もいいでしょう。

この行動…〇×？



解答② 〇

抗生物質はテトラサイクリン系抗生物質、キノロン系・
ニューキノロン系抗菌薬で風邪で熱が３７度以上になる
と処方される場合が多い。これらはカルシウムと結合
して不溶性物質 （キレート）を形成し、薬効が減弱す
る。
牛乳にはカルシウムが多く含まれておりこれで薬を服

用すると不溶性物質を形成して吸収されなくなる。し
たがって病気がな かなか治らないということになる。
カルシウム以外の金属、マグ ネシウムや亜鉛、鉄など
とも不溶性キレートを作るのでこれらの サプリメント
の同時服用は避ける必要がある。
服用間隔を２～４時間は空けるようにする。



問題③

高血圧の薬カルブロックを飲んでいる。

薬剤師か毎回グレープフルーツ食べてはいけない、

だめだといっているがサワーポメロ、ボンタンなら

大丈夫でしょ。

しかも朝食後の薬だし夜のデザートなら時間も空いて
て大丈夫だろう。

この行動…〇×？



解答③ ×

グレープフルーツに含まれる苦味成分であるフラノク
マリン誘導体は小腸粘膜のCYP３A４の活性を阻害する。
オレンジやみかん類ではこのような現象は無く、グ

レープフルー ツと同じ系統のかんきつ類である文旦で
は阻害作用が現れる。 CYP3A4で代謝される薬物の多く
で血中濃度上昇が見られる。
グレープフルーツによる酵素阻害は一度摂取すると数
日間続く。





居宅療養指導について



問題④

薬剤師による居宅療養管理指導は

服用がうまくできていない患者様の自宅に行き服薬状況を
確認して、状況に応じて一包化や服薬カレンダーなどを利
用して服薬管理をしていくことで、服用がうまくできてい
なければどんな患者様でも算定できる。

この説明…〇×？



解答④ ×

在宅患者訪問薬剤管理指導と居宅療養管理指
導は、療養に必要な管理指導を行うサービス
の名称です。どちらも医師の指示のもと、通
院困難な患者さん（病院にひとりで通えない
方等）に対して訪問し、薬の管理や指導を行
います。行うべき指導内容は以下のとおりで
す。





在宅医療において実施すべき事項

 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名の記録

 処方医から提供された情報の要点の記録

 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容（薬剤の保管状況、服
薬状況、残薬状況、併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、
相互作用の確認等）の記録

 訪問時の指導の要点の記録

 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点の記録

 処方医以外の医療関係職種（ケアマネや訪問看護師等）との間で情
報を共有している場合は、医療関係職種から提供された情報の要点
及び医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点の記録

 サポート薬局（提携している薬局）が実施した場合は、訪問薬剤管
理指導を行ったサポート薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った日
付・やむを得ない事由等の記録



問題⑤

服薬に関わる情報をケアマネがもらう場合
（利用者に了解をもらってから）利用者様に
負担金が発生する。

この説明…〇×？



解答⑤ △

2018年度診療報酬改定の疑義解釈資料（その
1）では、ケアマネジャー（介護支援専門員）
などからの求めに応じて患者の服薬に関わる情
報を提供した場合でも、服薬情報等提供料2を
算定できると厚生労働省が明示した。

服薬情報等提供料2・・・２０点



○介護支援専門員への情報提供月複数回実施の場合

医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、

介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の
居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなけ
れば算定できないのか。

（答）・毎回行うことが必要である。

・なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化が
ないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に
行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。

平成30年度 介護報酬改定に関するQ&A



問題⑥

利用者様永眠後の麻薬残薬の処理について

居宅療養管理指導が入っていた場合と入っていな
い場合で麻薬の廃棄方法・報告義務が違ってくる。

この説明…〇×？



解答⑥ ×

麻薬の廃棄については、麻薬及び向精神薬取締法に
おいて、「麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法に
ついて都道府県知事に届け出て、当該職員の立会い
の下に行わなければならない」とされています（第
２９条）。
ただし、調剤済みの麻薬を廃棄する場合については、
必ずしも都道府県職員の立ち会いは必要とされてお
らず、廃棄した日から３０日以内に都道府県知事あ
てに廃棄届を提出することとされています（第３５
条）。患家から調剤済みの麻薬を譲り渡された場合
には、適切に処理する必要があります。



鹿児島県薬剤師会ＨＰより入れます
多職種へ広報し、最新の情報を周知











問題⑦

現在、お薬手帳を薬局にもっていくと診療報酬が
高くなってしまうことがあるのでもっていかない
ほうが安く済むことがある。

この説明…〇×？



解答⑦ ×

2018年4月より、こちらの点数が下記のように変更されました。
●6ヶ月以内に薬局に処方せんを持参した方で手帳を持参してい
る・・・41点
●それ以外の方(初めて薬局に来られた方や手帳を持たれていない
方）・・・53点
※特別養護老人ホームに入所されている方や薬局の諸条件によって異な
る場合があります。

簡単に説明しますと

お薬手帳を同じ薬局にお薬手帳を持参した場合は、負担が少なくなる
（41点）

お薬手帳を持っていない方の場合、費用が少し高くなる（53点）
注意すべき点は、別の薬局に行かれた際や、6ヶ月ぶりに同じ薬局に行
かれた場合は、41点ではなく53点となることです。



改定後

薬剤服用歴管理指導料１を算定した場合：
薬Ａの記号

薬剤服用歴管理指導料２を算定した場合：
薬Ｂの記号

薬剤服用歴管理指導料３を算定した場合：
薬Ｃの記号

薬剤服用歴管理指導料の注１のただし書き
に該当する場合：薬Ｄ の記号

現行

薬剤服用歴管理指導料を算定する場合

調剤基本料 調剤基本料 薬剤服用歴 薬剤服用歴

１を算定す １以外の調 管理指導料 管理指導料

る保険薬局 剤基本料を ３を算定す の特例を算

算定する保 る保険薬局 定する保険

険薬局 薬局

6月以内に再

度処方箋を持
参した患者

（手帳を持参
した患者に
行った場合）

薬A
（41点）

薬他A
（53点）

薬3A
（41点）

薬特A
（13点）

6月以内に再

度処方箋を持
参した患者

（手帳を持参
していない患
者に行った場
合）

薬B
（53点）

薬他B
（53点）

薬3B
（41点）

薬特B
（13点）

6月以内に再

薬C
（53点）

薬他C
（53点）

薬3C
（41点）

薬特C
（13点）

度処方箋を持

参した患者以

外の患者に

行った場合 66

平成30年度診療報酬改定

調剤報酬明細書の記載要領





クイズは以上です。

何点取れましたか？

事前アンケートではたくさんのお言葉ありがとう
ございます。

お褒めの言葉や、反省し改善しなければならない
点ありました。

今後も精進してまいります。

ありがとうございました。


